
 

令和  年  月  日 

 

  学部  年 

保 護 者  殿 

山梨県立富士見支援学校長  

 

学校における感染症の出席停止について 

 
 このことについて、学校保健安全法第１９条の規定により、出席停止とします。 

なお、医師からの登校許可が下りましたら、「登校許可証明書」を学校（保健室）へ提出し

てください。また、不明な点がありましたら本校保健室まで問い合わせをお願いします。 

 

 

登校許可証明書 

 
学 校 長 殿 

 

    学部   年 氏名              

 

 

 診 断 名                           

 

 上記の診断にて、   月   日 より治療中でしたが、感染のおそれがなくなりまし

たので、   月   日 より登校を許可します。 

 

令和  年  月  日 

 

医療機関名 

医 師 氏 名                印 

 


